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2016 年の熊本地震で大きな被害を受けた 5 市町村の職員と地元建設業の職員に震災後の応急復旧期の活

動についてインタビュー調査を行った．調査の目的は両者の活動の実態と連携協力関係の課題を明らかに

することである．調査から以下が指摘された．1）市町村による災害対応状況の大きな違い，2）自治体に

おける緊急復旧要員と避難者救護要員の分離の必要性，3）防災訓練などを合同で行うことによる自治体

と地元建設業者の間の信頼関係の構築，4）外部からの支援受入れ体制の用意と受け入れる際の地元業者

への説明，5）維持管理契約の業務と災害協力協定による業務の切り分けの明確化，6）災害協力協定に，

震度情報などによる自動発効，清算方法，応急工事中の事故の補償などの明示，7）中山間地小集落にお

ける自主防災活動の教訓の普及． 
 

     Key Words: 2018 Kumamoto Earthquake, local government, local construction contractor, 
     emergency cooperation, infrastructure recovery 

 
 

1. 初めに 
 

大きな地震が発生し社会インフラ施設に大きな被害が

発生した場合，人々の苦痛を軽減するだけでなく，被災

地の施設を迅速に復旧することも重要である． そのた

めには国の機関からの支援とともに，緊急復旧の段階で

は，被災地の自治体と地元の建設業者が協力して，その

地域の復旧能力を最大限に引き出すことが必要である．   

このような問題意識から，著者らは土木学会の地震工

学委員会に小委員会「2016年熊本地震における建設技術

者の緊急対応に関する調査」を設置し，被災地の自治体

職員と建設業職員にインタビューして地震発生時の緊急

対応と応急復旧活動の実態と両者の連携協力関係の課題

を調査した． 

 
 

２．既往の調査研究 

 
後藤ら 1) は，1993年北海道南西沖地震，1995年神戸大

地震，2003年十勝沖地震，2004年新潟県中越地震，2007
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年能登半島地震，2007年新潟県中越沖地震の緊急復旧作

業を担当した 49 人の現場担当者にインタビューを行い，

施設維持管理者と地域建設業者の協力の重要性について

議論した．豊沢ら 2) は，1995 年の阪神淡路大震災，2004
年の新潟県中越地震，2007年の新潟県中越沖地震，およ

び 2011 年東日本大震災の復旧作業中の怪我を調査し，

緊急復旧時には通常時と異なる危険因子を考慮したリス

ク評価の実行が必要であるとした．国土技術政策総合研

究所 3) は，2007年新潟県中越沖地震における建設請負業

者の貢献度に関するアンケート調査を実施し，震災後 2
時間以内に最初の対応が行われ，建設請負業者の果たす

役割が 地方自治体によって重要であったことを報告し

ている． 
2011年の東日本大震災における応急復旧については，

土木学会東日本大震災フォローアップ委員会災害対応マ

ネジメント特定テーマ委員会 4) が地元建設会社の事前の

対応計画と訓練による自律的な活動の有効性を議論して

いる．森他 5名 5) は，建設会社に求められる発災直後の

「地域自己対応力」と復旧まで継続して求められる「広

域協力体制」について分析している．森實，他 2名 6) は，

東日本大震災で学んだ教訓を踏まえ，行政と建設請負業

者との間の既存の災害協定を見直す必要性を議論し，気

象庁の震度情報に従って自動的に契約を発効させるべき

であること， 緊急復旧工事により怪我をした労働者の

損害賠償は知事が命令を発した場合と同等の損害賠償を

適用すべきこと，災害時の緊急対応関連業務に必要な費

用は行政が負担するものとすること，を報告している． 
 2016 年熊本地震については，熊本県 7)，熊本市 8)，

益城町 9) が職員へのアンケートなどに基づいて震災対応

の検証報告書を取りまとめており，熊本県建設業協会 10) 
も協会各支部の主要会員企業にヒアリングした結果を

「歩みだそう未来へ・平成 28 年熊本地震～応急復旧活

動の軌跡～」として冊子に取りまとめている．学術的な

調査研究としては，井上，中野11) が地元建設企業の熊本

地震の災害対応に関するインタビュー調査を行い，情報

伝達と共有，災害対応体制，自治体との連携，複数機関

間の連携，労務災害の補償の考え方について考察，議論

している．沼田，他2名 12) は東日本大震災における石巻

市と福島県矢吹町の職員，熊本地震の熊本市職員，関

東・東北豪雨における常総市職員の災害対応業務をアン

ケートと業務記録から調査し，48 種の業務に分類した

フレームワークを構築した．そして，フレームワークの

適用で 48 種の災害対応業務による全体的負荷が把握で

き，限られた人的資源配分の優先順位付けが可能になる

ことを示している．柿本と吉田13) は，熊本地震で大変多

くの避難者が発生し自治体の復旧・復興担当職員の負担

になったことから，避難者数の減少過程の要因分析を行

い，避難所の対応，断水の解消，余震の減少などの影響

を示す数値モデルを提示している． 
 
 

３．この調査研究の独自性 

 
上述の既往研究は熊本地震については未調査であった

り 1)~6)，自治体あるいは建設業の立場からの問題提起・

総括・分析であったり 7)~12)，避難者数の課題についての

要因分析である 13)．それに対しこの調査研究は，熊本地

震災害発生直後の主として地域インフラの応急復旧に注

目し，自治体と地元建設請負業者の緊急対応を調査する

ことを目的としたものであり，特にそれらの現場におけ

る出来事と協力連携に焦点を当てて自治体と建設業の職

員の両者にインタビューし，地域の復旧能力を最大限に

引き出す観点から課題を議論しようとしているところに

特徴がある． 
 
 

４．調査対象 

 
2016年4月14日の熊本地震の前震発生から5月末ごろ

までのインフラ応急復旧活動を対象とする．調査対象地

域は，図-1に示す南阿蘇村，西原村，益城町，嘉島町，

熊本市とした．表-1に対象地域自治体の基礎情報と被災

状況を示す．ヒアリングはこれら自治体と県の事務所

（地域振興局）で震災当時インフラ施設の復旧に当たっ

た職員，ならびに当該地域の代表的な建設業者に対して

行った．表-2にそのリストを示す．図-2には応急復旧時

の対応組織の連携・協力関係を示す．図中の   

と で着色した組織がこの調査の対象である． 
 
 

５．調査結果 

 
調査はまだ終了しておらず，熊本市も加えた総合的な

とりまとめは未了であるが，各地域で見られた特徴的な

事例を以下に紹介する． 
 

5.1 孤立し災害対応の初動で困難に直面したケース 

 
(1)被災状況 

阿蘇外輪山の内側に位置する阿蘇市，並びに南阿蘇村

のケースである．4月14日夜の前震によるこの地域の揺

れは震度５弱で，一部道路に通行障害が発生したが 15
日中に啓開されている．しかし，16 日未明の本震では

南阿蘇村で６強となり，同村管内の道路や鉄道に大きな

被害が発生，熊本市方面からの幹線道路（国道 57 号，

325号と県道熊本高森線）は橋梁とトンネルの被害，が 
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表-1 調査対象自治体の基礎情報 

 面積 
（m2） 

人口 
(人)*1 

世帯数 
(世帯)*1 

行政職
員数 
(人)*2 

死者＆関
連死 
(人) 

全壊家
屋数 
（棟） 

家屋全
壊率*3 

最大避難
者数 

（千人）*4 

最大避難者
数／行政職

員数 

基準財政収
入／基準財
政需要*5 

南阿蘇村 137.32 11,503 4,676 138 16 & 14 699 0.245 3.0 22.1 0.30 
 西原村 77.22 6,802 2,341 64 5 &  3  512 0.207 

 
 

3.0 46.1 0.39 
 益城町 65.67 33,611 11,477 172 20 & 23 3,026 0.286 16.1 93.3 0.56 

嘉島町 16.65 9,054 3,170 60 3 &  2  234 0.104 2.8 46.1 0.68 
熊本市 390.32 740,822 315,456 3,528 4 &79 2,457 0.020 108.3 30.7 0.71 
*1 2015年10月1日集計値，   *2 2016年4月1日集計値，   *3 全壊／（全壊＋半壊＋一部損壊）  
*4 「熊本県災害対策本部会議資料ならびに熊本地震に係わる被害状況について」より抽出， 

4月17日～19日の間の最大値で同一日時ではない．私的避難者は含まれていないと思われる． 
*5 熊本県2015年度市町村普通会計決算の概要より抽出 
 

表-2 ヒアリング先 

自治体関係 建設業関係 
熊本県土木部 熊本県建設業協会本部 
熊本県上益城地域振興局土木部 熊本県建設業協会熊本支部（熊本都市建設業協会） 
熊本県阿蘇地域振興局土木部 熊本県建設業協会上益城支部 
熊本市土木部 熊本県建設業協会上益城支部（嘉島町，益城町支援部隊） 
熊本市上下水道局（水道，下水道関係） 熊本県建設業協会阿蘇支部 
益城町（総務課，建設課，水道課，下水道課） 熊本県建設業協会阿蘇支部南阿蘇分会 
益城町（道路，下水道関係職員） 熊本市管工事業協同組合 
南阿蘇村（建設課） 益城町管工事業協同組合 
嘉島町（建設課） 日本建設業連合会九州支部 
西原村（建設課）  

(c) Esri Japan 

ESRI提供の衛星写真データ，国土地理院発行の数値地図（国土基本情報），ESRIジャパンの全国市区町村区界データを使用 

図-1 調査対象自治体（熊本県，熊本市，嘉島町，益城町，西原村，南阿蘇村） 
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け崩れなどにより不通となり，通行可能な道路は大型車

の通行が困難な山道（グリーンロード）1 本となった．

もう一つの山道（ミルクロード）が啓開され一般車両が

入れるようになったのは 22 日である．一方，大分県側

と宮崎県側からのアクセスは可能であったが，域内の道

路が寸断され，ルートを探りながらのアプローチとなっ

た．電力は高圧送電線が土砂崩れで被災し全域停電とな

ったが，発電車が大量動員され 20 日までに逐次解消さ

れていった．電話は固定系が一部不通となり，移動系も

基地局の被害と中継局のバックアップ電源枯渇で数日間

停波状態となった． 
 

(2)対応と教訓 

この地域を管轄する熊本県県北広域本部阿蘇地域振興

局（以下，阿蘇振興局）の職員は震災当時震災当時 148
人でそのうち 119 人（80%）が阿蘇市外に居住しており，

その多くは熊本市方面からの車通勤であった．14 日の

前震では阿蘇地域に大きな被害が出なかったため，15
日（金）夕方，大方の職員が帰宅したところで 16 日未

明に本震が発生し，道路が寸断されて熊本市方面からは

登庁できなくなった．道路を管理する維持管理調整課は

10 名で，本震直後，参集できたのは地元にいた若手職

員 3名ほど，他の職員の参集は翌日の夕方までかかった．

さらに，4月の人事異動から日が浅く，地域建設業者と 

 
 

の協力体制について引継ぎが不十分であった．地震の直 
後に阿蘇振興局は 1年間の維持管理契約を結んでいた地

元の中小業者に対処を要請したものの対応力をはるかに

超えた被害が発生しており，混乱した，その間に自衛隊

と他県の業者を帯同したテックフォースのプッシュ型支

援隊が入り，道路啓開等を実施していった． 
建設業協会阿蘇支部は震災以前から域内の路線ごとに

担当業者を張り付け阿蘇振興局から要請があれば出動す

ることになっていたが，混乱していて振興局が要請を出

すまでに 5~6日を要した．その間，建設業者の従業員の

多くは消防団の救急救命活動に参加し，国交省九州地整

の熊本河川国道事務所と協定を結んでいる業者にはそち

らから要請が入って対応していて，県関係の初動期の応

急復旧に阿蘇支部は関与しない状態になった． 
一方，南阿蘇村の役場でも道路が寸断されて車両通行

が困難になった箇所を大きく迂回したり徒歩で通行した

りするなどして，道路担当5名，上水担当3名が24時間

以内に登庁した．住民対応とは切り離されていたが，最

初の 24 時間は役場に来た避難者や救援物資の受け入れ

に当たらざるを得ず，本来業務は 17 日からであった．

道路の不通個所の確認や通行規制の設置を職員自身で行

っていったが，国交省のリエゾンとテックフォース，自

衛隊，上水の支援部隊がプッシュ型で来援し，テックフ

ォースには主として橋梁関係の点検を，自衛隊には村民

図-2 応急復旧時の対応組織連携図 
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の生活に直接かかわる村道や県道の啓開を依頼していっ

た． 
停電と電話の不通に加え，プッシュ型の支援機関，警

察，消防が入り乱れ，業者への要請系統がぐちゃぐちゃ

で，各業者は消防団と連携した救急救命活動や自社周り

の被災個所の補修を自主的に行っていた．酪農家からの

要請や自主的判断で，放牧の維持に必要な県道や火葬場

に接続する県道の啓開を行った業者もいた．建設業協会

南阿蘇分会が村役場から要請を受けて組織的に動き出し

たのは被災から 10 日後くらいで，それからは，分会内

で被害の少なかった地区の業者が被害の大きかった地区

に入り，村道間をつなぐ道路の切り開きを任されて実施

していった． 
阿蘇のような孤立は，我が国の丘陵地や山岳地帯のど

こでも起こり得る．阿蘇の公共機関も民間機関も大規模

な地震災害を想定し，効果的な防災行動計画を設定し，

それを実行し，そして実践的な防災訓練をしておくべき

だった．Tech Force と自衛隊による支援は，早期復旧に

大きく貢献した．しかし，プッシュ型支援に関する情報

が不足し，地元建設業者は混乱した．悪いことに，阿蘇

地域振興局の人事異動から短期間であったため阿蘇地域

振興局と建設業協会阿蘇支部の間でいわゆる「対面関係」

が確立されていなかった．そのため，建設業協会阿蘇支

部が大きな災害に備えて準備していた緊急対応システム

が機能しなかった． 
 

5.2 地震災害に備える意識が高く，強固なコミュニテ

ィーで対応したケース 

 
(1)被災状況 

西原村は阿蘇外輪山の熊本市側山麓に位置している．

4月14日夜の前震の揺れは震度６強，16日未明の本震の

揺れは震度７であった．村役場の建物は使用できたが，

道路は凸凹になり，特に阿蘇方面に抜ける幹線道路が橋

梁被害やトンネル被害で途絶する事態となった．本震の

断層の直上に当たるため地割れや土砂崩壊が多数発生，

大切畑ダムの堰堤が一部損傷し，急遽水位を下げる対策

が取られた．住宅被害も甚大で，8 割方の家屋が全壊し

た集落があった．全村停電したが 17 日中に復旧してい

る．水道は集落ごとに管理される簡易水道で，水源で汚

濁が発生したためすべての地域で飲めるまでに回復する

のに 1か月半を要した．電話は直後から使えたようであ

る． 
西原村は県の阿蘇振興局の管轄下であり，建設業協会

の西原村分会は阿蘇支部の傘下に当たるが，道路が途絶

したため，連携・協力の動きはなかった．しかし，この

村は直下地震を想定した実戦型防災訓練を行ってきてお

り，かつおよそ 30 箇所に散在する集落内のコミュニテ

ィーが強固であって，集落単位の共助力が実用的で効果

的であることを示した． 
 

(2)対応状況と教訓 

村役場の建設系の部署は 5名で道路，河川，橋梁，斜

面，上水を担当していた．本震後は 24 時間村役場に詰

め続けたが，5 名が避難所に振り向けられることはなか

った．それでも，5 名では手が足りないので，各集落の

消防団の分団長に毎日本部に集まってもらい，情報交換

して状況を把握した．それぞれの集落には，酪農などで

重機を持っている人や土建業をやっている人がいるので，

住民総出で集落内の片づけや道路啓開，水道管の修復な

どを実施していった． 
2003年に政府の地震調査委員会が布田川断層を震源と

する M6クラスの地震が発生する確率が 30年間に 6％と

発表した．村役場と消防団分団長の打ち合わせ会でそれ

が話題となって村で地震を対象とした実戦型の防災訓練

を 2年に 1回実施することになり，熊本地震の約 7か月

前にも実施していた．専門家の指導はなかったが，訓練

では，各集落が自分たちの被害を具体的に想定し，危険

場所を回避しながら避難する訓練等を実施していた．倒

壊した住宅の屋根を破って閉じ込められた人を救助する

訓練も行われていて，実際に同じ手順で 9名が救出され

た． 
村では毎年 2回，各集落で道路清掃の出来栄えを競う

競技会を行い，村役場が賞金を出してきた．賞金の額は

飲み会で消えてしまう程度だが，集落内の道路の維持管

理だけでなくコミュニティーの強化にも役立っていた．

野焼きとか道賦役の制度が昔からあり，集落内の道路の

品評会も戦前からあって，それが継承されて今の形にな

ったとのことである．舗装の穴埋め程度の工事は集落の

区長が村役場まで材料を取りに来て自分たちで修復して

いた．冬季の融雪剤散布も同様で，燃料費や若干の経費

を上乗せしても業者に頼むより安く上がるし，自助力の

向上にも役立っていた．ただし，住民は集落内の道路の

補修には出てくるが県道の補修には出てこない．県道や

集落外の道路の補修は本震から 1日後に地元業者に集ま

ってもらい，各社の担当範囲を決めて実施した．手が足

りないときは住民を雇ってもらった． 
村の住民のうち 60%くらいが山間の集落に居住し，

40%が村の北西部の平坦で空港に近い新興住宅地に居住

していた．新興住宅地の住民の自助力が低いのは否めな

いが，村としては新興住宅地の住民にも道路清掃の競技

会に参加してもらい，子供会や消防団への参加を呼び掛

けていた． 
国交省のリエゾンとテックフォースは積極的に受け入

れた．西原村が東日本大震災の際に支援に行った東松山

市からは，職員の配置，廃棄物の処分，報道関係への対
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応とかを指導してもらった． 
罹災証明発給の必要に迫られて，支援を申し出てくれ

た IT会社に依頼し使い勝手の良いシステムを2週間で作

ってもらった．担当者は土木班に所属していたが，この

システムを作る間は IT 班に専任した．システムには逐

次機能追加し，罹災証明以外にも使っている． 
地震から数か月後に，がれきの集積所で働いていた重

機のオペレーターがはねた木材に当たって死亡した．そ

の業務は通常の請負契約だったので，補償は労災の範囲

だった． 
 

5.3 自治体と地域建設業者との信頼関係が有効だったケ

ース 

 
(1)被災状況 

嘉島町のケースである．同町は熊本市の東区と南区の

間に楔状にはまった位置関係にあり，東方のやや高台を

除いて 3方を国管理の河川（緑川と加勢川）と県管理の

河川（矢形川）に囲まれた輪中状態にある．小さな町で

あるが，地下水に恵まれており，水道は各戸の井戸で賄

われていて公営水道はない． 
前震で震度 6弱，本震で震度 6強に見舞われたが町役

場の建物に大きな被害はなかった．周辺の河川堤防は一

部が沈下しひび割れたが，国交省と県が素早く対応した．

町が管理する道路施設では，舗装の割れや大型構造物の

取り付け部の段差などの被害が多かった．一方，町が管

理する高速道路の跨線橋に損傷はなく下水道施設にも大

きな被害はなかった．携帯も使用できた． 
 

(2)対応状況と教訓 

震災当時の建設課には管理，建設，都市計画，下水道，

環境の 5 係があり，約 20 名が所属していて，全員が登

庁した．しかし，役場の建物とか各地区の公民館に多数

の避難者が集まり，建設課の職員も避難所を当番で担当

することになって，本来業務に携わる時間が少なくなっ

た．そのため，町内の道路のパトロールに出られたのは

2，3名だった． 
そのような中，下水道関係では BCP を作っていたの

で下水道協会が支援にきた．また，町民会館（町役場の

隣）が地震の前に完成していて支援者の泊まる場所とし

て使えたことが本当に助かった．テックフォースには高

速道路上の橋を入念に見てもらい，リエゾンには避難所

を照らす照明車やバリケードなどの安全対策資材の手配

で支援を受けた．一方，建設部門の職員は国の復旧交付

金を得るための災害査定を受けた経験がなかったうえに

早く査定を受けることを求められ，書類の作成に大変苦

労した．避難所対応をしながら書類を作る状況になり負

担感が大きかった． 

嘉島町は嘉島町の建設業協会と災害協定を結んでおり，

町は同協会の事務局に応急復旧の依頼を出し，事務局が

依頼内容に対応できる業者を探して完成させるよう伝達

した．町内の主要な道路は町の職員がパトロールし，補

修の必要があるところは事務局に対応を依頼した．その

ほかの道路は業者にパトロールを兼ねた補修を依頼し，

通報があればその都度職員が見に行った．嘉島町内の業

者のうち，A2 クラスは国と県の要請に対応し，B クラ

スが町からの要請に対応するよう棲み分けはされていた．

町の建設課長によれば町役場と町内業者の信頼関係があ

ったので，このような対応ができたとのことである． 
 一方，嘉島町内の A2 クラスの業者は自宅と事務所

が全壊し，プレハブ小屋を仮事務所にして応急復旧に従

事した．従業員のうち2名が出社できず，7，8名が一か

月くらい車中泊をしながら復旧工事に携わった．この会

社は，地震発生当時，県から嘉島町内の 1年間の維持管

理業務を受託しており，加えて国交省の河川管理事務所

と災害協定を結んでいたので現場の運営が非常に困難に

なった．被災当初は現場の作業員の食事の準備に窮し，

自衛隊の配給，炊き出しを現場に配ってしのいだ． 
 

5.4 甚大な被害を受け応急復旧の立ち上げに困難をき

たした地域 

 
(1)被災状況 

益城町のケースである．同町は熊本市東区と西原村の

間に位置し，町の北西部はなだらかな台地，南東部は山

地で，中間の木山川沿いの低地は主に水田となっている．

北東部は熊本空港に接している．地下水に恵まれており，

公営水道の水源は井戸である． 
前震，本震ともに震度 7の揺れであった．住宅のおよ

そ 30%が全壊する被害を被った．重篤な被害が発生した

ことにより避難者が激増しピーク時は人口の 48%に達し

た．町役場職員の自宅も 18.4%が全壊，町役場の本庁舎

も大きな被害を受け使用できなくなった．停電，防災行

政無線の機能停止，災害対策本部の再三の移設など，災

害対応マネジメントの遂行が困難な状況に置かれた． 
隣接する西原村とは対照的に，町の直下に活断層があ

りながら，大地震に対する効果的な防災訓練は実施され

ていなかった． 
 
(2)対応状況と教訓 

その中でも町職員の出勤率は 17 日に 95%に達してい

たが，避難所の対応に手を取られ，道路・河川，上水道，

下水道（処理場も含む）担当係り職員約 30 名のうち本

来業務に従事できたのは 12 名（道路・河川関係 5 名，

水道は３名，下水は 4 名），その 12 名もひっきりなし

にかかってくる電話への対応と災害査定資料作成業務に
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追われ疲弊した．道路・河川担当の職員の 4月後半の残

業時間は半月で平均 153時間に達していた． 
建設業協会上益城支部の益城分会には町内の業者 14

社が加盟していた．多くが自ら被災しながらも救急救命

と応急復旧活動に加わっていたと推測されるが，震災直

後に上部組織である上益城支部から連絡が取れたのは 1
社のみであった． 
益城町内には国と県が管理する道路や河川施設がある．

国の施設については国交省の地方事務所から業者に直接，

県の管理については県から建設業協会上益城支部を通し

て出動要請が出され，町外業者がこれらに対応したが，

町道について町外業者が関わることはなかった． 
町道は 400 路線，総延長は数百キロメートルある．町

役場の道路担当は手不足で，町道全体の被災状況を把握

し戦略的な復旧計画を立てるような余裕はなかった．そ

のため，町の災害対策本部から出される要求や声の大き

い町民からの要望について引き受けられる業者を電話で

探し実施を依頼する行き当たりばったりの対応となった．

町内の下水担当や農政担当と業者を奪い合う事態も発生

した． 
一度補修したところが 2 度，3 度と補修を繰り返すこ

ともあって，途中から地域割りして担当業者を張り付け

る方式に改められた．町内業者との年間維持管理契約を

導入する考えもあったが，具体化できていなかった．一

方，業者からここは直しておきましたという話はよくあ

り，写真などの提出があれば支払いをしていた．道路啓

開を進めるうえで，道路をふさぐがれきの権利者がどこ

かに避難してしまって連絡が取れず，大変困った． 
益城町管工事業協同組合は 15 社が加盟していたが，

実働 2~3名の会社が多く，かつ避難所に家族を預けなが

ら応急復旧にあたる状況だった．その中でも毎朝組合長

が町の対策本部と連絡を取り，町の要望を各社に伝え，

効果的に貢献してもらう役割を果たしていた．水道担当

の職員は主に水源関係の復旧を担当し，管路については

プッシュ型で支援に入ってきた日本水道協会の作業班と

上述の管工事業協同組合が担当した．水道協会の作業班

は主として市街地を，地理に詳しい地元の管工事業者は

山間地を担当した．益城町は日本水道協会の会員になっ

ていたが事前に協定は結んでいなかった．水道協会への

正式応援要請には 1週間ほど要したようである．管材の

種類が多いので修理材料をそろえるのに苦労した．熊本

市は本震から6日目の4月21日に断水をほぼ解消してい

るが，益城町の断水が解消したのは 5月末であった． 
益城町の下水処理場が被災し処理能力が 1/3 に落ちた

が，日本下水道事業団と協力業者の奮闘で 4 月末に 2/3
まで回復し，町内の田んぼに生放流する非常事態は避け

られた．町は下水道協会と事前に協定を結んでいなかっ

たが，下水道 BCP によって 19日に県から支援要請が出

され，20日から九州管内自治体の支援チームが来て1次
調査を実施した．その際，マンホールのふたを開ける金

具が多種類必要で用意するのに困った．上水道の復旧に

伴い，管路が被災していることがわかり，バキューム処

理を行う傍ら，マンホール間に浅埋めバイパス管を敷設

した．上述のように下水道 BCP が策定されていていた

が，支援要請の項目は含まれていなかった． 
町の防災計画で地震対策は風水害対策を準用するとい

う規定になっていて，本庁舎が使えない場合の代替え施

設や指揮系統の順位，町政・町民にかかわる諸データの

バックアップは行われていた．しかし，本庁舎の耐震補

強，災害時の町職員のための水・食べ物の備蓄，非常用

電源，通信手段の多重化などに課題があった．町民への

情報提供施設として防災行政無線，町のホームページ，

安心安全メールサービスが用意されていたが，メールサ

ービス登録者は震災時点で 2,000人（人口比6%）であっ

た．防災行政無線は停電と非常用電源の枯渇で 17 日朝

から4月28日まで機能停止した．町は臨時災害FMラジ

オ局を開設したが，町民に周波数を周知するのが難しか

った． 
益城町建設業協会，熊本県建設業協会，日本水道協会，

下水道協会などとの災害協定が事前に締結されていなか

った．テックフォースのプッシュ型支援について初動期

には認識が不十分であったようであるが，その後，橋梁

の災害査定資料の作成で支援を受けていた．国交省のリ

エゾンには資材手配で支援をうけていた． 
国と県が関わる国道と県道の交差点や国が管理する河

川堤防の上に県道が走っている場合に，国と県の間で復

旧方針の意思疎通が遅れ，動員された建設業者の部隊が

夜を徹して待機するような事態となり，作業員の士気が

損なわれる事態があった．建設作業員は避難所で避難者

として過ごすこともできたが，多くは復旧作業に参加す

る義務感から，風呂にも入らず，食事も満足に取らずに

頑張っていた．それでも時々被災者から文句を言われる

ことがあったようである． 
復旧作業中の事故としてはしばらくたった時にバック

してきた作業車による事故があった．水道の復旧部隊が

2 メートルほど掘った時に震度５の余震が来て恐怖にか

られた作業員が穴から飛び出したということもあった． 
 
 

６．結び 

  
調査は継続中であるが，中間報告として以下が指摘で

きる． 
(1) どこの地域でも地震災害は起こりうると考えて，自

治体と地域建設業は，その地域の通信，電気，水道，下

水，道路などに重大な支障が生じた場合の対応策を準備
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し，実戦的な訓練を積んで，顔が見える密接な関係を構

築しおくべきである． 
(2) 自治体にあっては庁舎の耐震補強，自家発電設備の

整備と日常的な試運転，広報・通信設備の多重化，水と

食料の一定量の備蓄，庁舎のトイレ対策を講じておくべ

きである． 
(3) 地域建設業にあっては，自宅と社屋の耐震補強，現

場には食料が届かないことを想定した一定量の食料の備

蓄，重機の燃料の入手方法，廃材置き場，トイレ対策，

バイクや自転車の用意をしておくべきである． 
(4) 自治体にあっては，国交省のリエゾン，テックフォ

ース，自衛隊，自治体連合，日本水道協会，日本下水道

協会などからの受援を想定し，事前に協定を結んでおく

こと．また，受援方法を地震発生直後から復旧担い手と

なる地域建設業者等の関係者に周知しておくこと． 
(5) 自治体のインフラ復旧の担当者は被災者支援と切り

離すこと．また，電話応対や災害査定資料の作成はアウ

トソーシングに努めるべきである． 
(6) 自治体と地域建設業の間の維持管理契約による出動

と災害協定による出動の切り分けを明確にしておくべき

である． 
(7) 自治体と建設業者の連絡が著しく困難になった場合，

建設業者の独自判断による応急復旧が早期復旧に貢献し

ている場合が多い．そのような場合の出動ルールや清算

方法および事故時補償について災害協定で明確にしてお

くべきである． 
 
 
付録 
 

 
 
 
 
 
 
 

(8) 自治体が設置する災害対策本部に地域建設業者の代

表者が同席し，求められる応急対応業務について参加建

設業者を即断即決で動員できる体制を取るべきである． 
(9) 災害復旧のための調査や応急復旧工事は通常工事よ

り危険性が高まるのは不可避である．地域建設業者や管

工事業者から，死亡災害に直結する危険作業の経験談が

得られている．災害調査や応急復旧工事中の災害には公

務災害並みの補償が用意されるべきである． 
(10) 集落レベルの自発的な活動が，丘陵地や山岳地帯の

震災の軽減に大きく貢献している村がある．この経験は，

地域に根ざした防災・減災管理の良い教訓として学ぶべ

きである． 
(11) 通信インフラとWebリソースの充実やタブレット端

末の高性能化などで，防災情報システムの効用は高まっ

ている．日常業務での利用，ユーザの使い勝手の要求に

従った継続的改善，情報セキュリティー対策を伴った活

用促進が図られるべきである． 
 
 

謝辞：いまだ復旧業務でご多忙な中，調査にご協力いた

だいた自治体関係者と建設業者の皆様には深く御礼申し

上げる．この調査研究の一部経費は土木学会地震工学委

員会の小委員会活動補助費によっているが，過半は調査

参加者のボランティアによっていることを申し添える． 
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〃 柿本 竜治 熊本大学 〃 小川 雄二郎 防災ｲﾝﾀ ﾅーｼｮﾅﾙ 

幹事長 佐藤 誠一 日本工営 〃 紙田 和代 慶応義塾大学 

WG ﾘ ﾀーﾞー  柳原 純夫 奥村組 〃 仲村 成貴 日本大学 

〃 山本 一敏 テクニカルリンク 〃 村上 ひとみ 山口大学 

委員 磯打 千雅子 香川大学 〃 山本 幸 東京建設コンサルタント 

〃 井上 惣介 井上組 〃 山本 祐司 山本建設 
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EMERGENCY RECOVERY COOPERATION BETWEEN LOCAL GOVERNMENTS 
AND CONSTRUCTION CONTRACTORS AFTER 2016 KUMAMOTO EARTHQUAKE 

 
Yozo GOTO, Ryuji KAKIMOTO, Miyuki YAMAMOTO, Seiichi SATO, 

Kazutoshi YAMAMOTO, Sumio YANAGIHARA and Atsushi KANBAYASHI 
 
A set of interview surveys was conducted on emergency restoration activities by staffs of municipalities 

and construction contractors in the district severely damaged by the 2016 Kumamoto earthquake. The aim 
of the interviews was to determine the real picture of their activities and co-operation and to find out how 
they achieved emergency restoration of power in the area. Although the investigation is ongoing, the fol-
lowing were noted as important: 1) Big differences among the disaster response performance of the munic-
ipalities, 2) Efficient personnel allocation by separating emergency restoration work from refugee support 
work, 3) Building good relationships between municipalities and local construction contractors, 4) Prepar-
edness for receiving sup-port from outside and explanation to local construction contractors about support 
received, 5) Clear division of support operations based on disaster agreement from works based on mainte-
nance contracts, 6) Improvement of disaster agreement by adding clauses regarding automatic enforcement, 
compensation for cost and for injuries resulting from restoration work, and 7) Utilization of voluntary dis-
aster prevention activities in small settlements. 


